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ユーザー各位 

 

福井コンピュータアーキテクト株式会社 

福井コンピュータスマート株式会社 

 

 

法改正（4月 1日施行）に伴う確認申請書等の様式変更への再対応について 

 

 

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

法改正（4月 1日施行）に伴う確認申請書等の様式変更に関しまして、様式の差し替えが必要となりまし

たので、弊社製品の対応についてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

■様式変更について 

3月 25日の官報にて、検査申請書（第十九号様式、第二十六号様式）の正誤がありました。この正誤

によって「中間検査申請書」及び「完了検査申請書」の様式の一部が変更となっておりましたが、

TRENDPilot新様式対応版において、正誤表が反映されていないプログラムが提供されておりました。 

 【正】 

  第四面 「備考」上の欄 

   建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況 

 【誤】 

第四面 「備考」上の欄 

   建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築材料の構造及び施工状況 

                               （※関連サイトはこちらです）  

  

■対象プログラム 

 TREND Pilot Ver6.4 

 

■対応について 

弊社の TRENDPilot 建築確認申請書 にて正誤表を反映した様式への対応を行っております。 

FC コンシェルジュでは、2014 年 5 月 9 日に『個別ダウンロード』にて更新プログラムの提供を開始

しております。 

※改定版への更新は、個別ダウンロードによる対応のみとなっております。自動更新では更新されま

せんのであらかじめご了承願います。 

 

以上 

http://www.j-eri.co.jp/news/new295.html

